
 

法人市民税に係る分割基準の修正・決定通知書 

第     号  

年  月  日  

        様 

横浜市長      印 

  次の事業年度に係る法人市民税に用いる分割基準について地方税法第321条の14の規 

定に基づき、次のとおり 
修正 
決定 

しましたので通知します。 

 

修正又は決定の対象とな
る事業年度 

  年  月  日から  年  月  日まで 

理

由

欄 

  

事 務 所 又 は 事 業 所 分 割 基 準 

名 称 所 在 地 修 正 前 修 正 後 

    
人 人 

        

        

        

        

        

        

        

(A4) 


